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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第71期
第３四半期
累計期間

第72期
第３四半期
累計期間

第71期
第３四半期
会計期間

第72期
第３四半期
会計期間

第71期

会計期間

自  平成20年
     ４月１日
至  平成20年
     12月31日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成20年
     10月１日
至  平成20年
     12月31日

自  平成21年
     10月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成20年
     4月１日
至  平成21年
     ３月31日

売上高 (千円) 11,229,0259,632,3553,305,0053,436,90613,305,542

経常利益 (千円) 633,427435,846 43,881 210,191435,495

四半期純利益又は四半期
（当期）純損失（△）

(千円) 32,470 242,055△237,860 97,105△71,628

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 1,447,2801,447,2801,447,280

発行済株式総数 (千株) ― ― 7,460 7,460 7,460

純資産額 (千円) ― ― 12,784,60912,417,69712,146,495

総資産額 (千円) ― ― 16,732,97416,078,73714,513,922

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,723.081,790.211,751.06

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期
（当期）純損失（△）

(円) 4.38 34.90 △32.05 14.00 △9.76

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 18.00 15.00 ― ― 36.00

自己資本比率 (％) ― ― 76.4 77.2 83.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △74,229 778,491 ― ― 84,404

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 564,793△167,250 ― ― 1,037,862

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 147,142 36,697 ― ― △722,921

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(千円) ― ― 3,258,6643,677,0153,033,613

従業員数 (名) ― ―
189
(23)

188
(29)

183
(22)

（注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。 

　３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

　４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

　５　従業員数の（外書）は、臨時従業員の四半期（年間）平均雇用人員であります。 
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(名) 188（29）

(注) １　従業員数は就業人員であります。 

２　従業員数の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員であります。 

３　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業種類別 生産高　(千円) 前年同四半期比（％）

金属表面処理剤及び機器等 1,113,116 124.4

電子材料 68,219 79.0

自動車用化学製品等 238,639 89.3

工業薬品 55,221 150.5

合計 1,475,196 114.8

(注) １　金額は販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 商品仕入実績

当第３四半期会計期間における商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業種類別 商品仕入高　(千円) 前年同四半期比（％）

金属表面処理剤及び機器等 311,778 246.1

電子材料 235,566 48.2

自動車用化学製品等 99,553 92.8

工業薬品 1,039,217 91.6

合計 1,686,116 90.8

(注) １　金額は実際仕入価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 受注状況

当社は主として見込生産によっておりますので、受注状況について特に記載する事項はありません。
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(4) 販売実績

当第３四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業種類別

売上高 前年同四半期比

金額　(千円) 構成比　(％) （％）

金属表面処理剤及び機器等 　 　 　

製品 1,075,490 31.3 120.4

商品 388,264 11.3 241.8

計 1,463,755 42.6 138.9

電子材料 　 　 　

製品 66,210 1.9 73.1

商品 375,194 10.9 71.7

計 441,404 12.8 71.9

電子関連分野計 1,905,159 55.4 114.2

自動車用化学製品等 　 　 　

製品 233,438 6.8 95.9

商品 129,911 3.8 97.7

計 363,350 10.6 96.5

工業薬品 　 　 　

製品 56,266 1.6 147.8

商品 1,112,130 32.4 90.9

計 1,168,396 34.0 92.7

総計 3,436,906 100.0 104.0

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２　輸出販売高及び輸出割合は、次のとおりであります。

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

輸出販売高(千円) 輸出割合　(％) 輸出販売高(千円) 輸出割合　(％)

517,244 15.7 914,740 26.6

　

３　主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は、次のとおりであります。

輸出先 前第３四半期会計期間　(％) 当第３四半期会計期間　(％)

台湾 34.2 31.9

中国 25.4 24.3

アセアン 24.0 22.2

韓国 16.2 20.7

その他 0.2 0.9

計 100.0 100.0
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４　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

販売高(千円) 割合　(％) 販売高(千円) 割合　(％)

ＪＦＥスチール株式会社 438,366 13.3 466,939 13.6

ＴＤＫ―ＥＰＣ株式会社 ― ― 383,252 11.2

（注）ＴＤＫ―ＥＰＣ株式会社は、平成21年10月１日にＴＤＫ株式会社より新設分割により、新たに設立され

ました。なお、ＴＤＫ株式会社は当第３四半期会計期間においては主要な相手先ではないため記載を省

略しております。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有

価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年の金融・経済危機による景気低迷から経済対策効

果や企業の在庫調整の進展、中国などアジア向けを中心にした輸出の回復の動きを背景に改善の兆しが

みられましたが、雇用情勢や所得環境は依然として好転しておらず、また、デフレ状況にあるなど引き続

き厳しい状況で推移しました。このような状況の中、事業分野毎にバラツキはありますが、一部の分野に

おいて需要の回復があったこと及び前第３四半期会計期間において急激な需要の落ち込みがあったこと

等により、各利益の前年同四半期比は高い伸び率を示し、売上高は3,436百万円（前年同四半期比4.0％

増）、営業利益は186百万円（前年同四半期比247.3％増）、経常利益は210百万円（前年同四半期比

379.0％増）、四半期純利益は97百万円（前年同四半期は四半期純損失237百万円）となりました。

事業分野別売上高及び概要は、次のとおりであります。

①事業分野別売上高

（百万円未満切捨表示）

区分 事業分野
前第３四半期
会計期間

当第３四半期
会計期間

増減 平成21年３月期

製品 金属表面処理剤及び機器等 893 1,075 182 3,922

電子材料 90 66 △24 346

電子関連分野計 983 1,141 158 4,268

自動車用品分野 243 233 △9 998

工業薬品分野 38 56 18 142

製品合計 1,265 1,431 166 5,409

商品 金属表面処理剤及び機器等 160 388 227 715

電子材料 523 375 △148 2,131

電子関連分野計 683 763 79 2,847

自動車用品分野 133 129 △3 531

工業薬品分野 1,222 1,112△110 4,516

商品合計 2,039 2,005 △34 7,896

総合計 3,305 3,436 131 13,305
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②事業分野別概要

（電子関連分野） 

電子関連分野は、薄型テレビや低価格パソコンの売行きが好調に推移し半導体・電子部品の需要が増

大しました。このような状況の中、めっき液の需要は、バンプ対応めっき液を中心にCOF対応めっき液、中

性錫めっき液等全般的に伸びを示しましたが、内需は鈍く海外需要が先行する状況で推移しました。化成

処理液自動管理装置及び試薬は、一部ユーザーのライン稼動率回復も見られましたが、全般的には前年水

準までの回復に至らず、また、設備投資も抑制傾向にあり装置需要も低調に推移しました。金属表面処理

剤及び試薬等の売上高は、前年11月頃より急激な需要の落ち込みがあったこともあり伸び率は高い値を

示し、1,463百万円（前年同四半期比38.9％増）となりました。一方、電子材料のニッケル超微粉は、需要

先のセラミックコンデンサの生産の減少と競合参入による納入数量減により低迷し、機能材料加工品は、

半導体製造装置向け、液晶製造装置向けとも全般的に需要減により販売は低調に推移した結果、電子材料

の売上高は、441百万円（前年同四半期比28.1％減）となり、電子関連分野の売上高は、1,905百万円（前

年同四半期比14.2％増）となりました。

（自動車用品分野） 

自動車用品分野の状況は、エアコン洗浄剤、マスキングテープ等により売上が増加しましたが、溶接関

係薬剤が低迷し、自動車用品分野の売上高は363百万円（前年同四半期比3.5％減）となりました。

（工業薬品分野） 

工業薬品分野の状況は、国内は在庫調整の進展で生産は回復し、外需はアジア諸国の需要増を受け増加

するなど鋼材需要は回復基調となりました。このような状況の中、鉄鋼向け薬剤の需要増等もありました

が、建築不況によるアルミの需要減が大きく、工業薬品分野の売上高は、1,168百万円（前年同四半期比

7.3％減）となりました。

なお、当第３四半期会計期間の売上高は、第２四半期会計期間に比べ231百万円増加し回復基調にありま

す。増減内訳は、金属表面処理剤及び機器等81百万円増、電子材料42百万円増、工業薬品分野145百万円増、自

動車用品分野38百万円減であります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、当第２四半期会計期間末より279百万円増加

し3,677百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期会計期間における営業活動による資金の増減は、税引前四半期純利益が169百万円とな

り、減価償却費66百万円、売上債権の増加額△151万円、仕入債務の減少額△117百万円及び法人税等の

支払額△42百万円等により73百万円（前年同四半期△190百万円）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期会計期間における投資活動による資金の増減は、有価証券の取得による支出△141百万

円、有価証券の売却及び償還による収入195百万円等により38百万円（前年同四半期263百万円）とな

りました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期会計期間における財務活動による資金の増減は、短期借入れによる収入350百万円、短

期借入金の返済による支出△50百万円及び配当金の支払額△103百万円等により184百万円（前年同四

半期312百万円）となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（旧会社法施行規則127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①　会社の支配に関する基本方針の内容について

　当社は、平成３年11月より、当社株式を大阪証券取引所へ上場しており、株式を市場に公開しておりま

す。上場会社である以上、当社取締役会が、当社株主の皆様及び投資家の皆様による当社株式の売買を

妨げることはありません。当社取締役会といたしましては、当社の企業理念及び経営方針を背景に、研

究開発への重点的な注力や中期的な経営基本戦略に基づく経営の推進等により、中長期的視点から当

社の企業価値及び株主共同の利益の向上を目指し、これによって株主の皆様に長期的かつ継続的に当

社の経営方針に賛同し、当社への投資を継続していただくために邁進いたしますが、大規模買付者が出

現した場合、当該大規模買付者が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切であるか

否かの判断につきましては、最終的には当社株主の皆様の意思に委ねられるべきであると考えており

ます。

しかしながら、株式の大規模買付行為又はこれに類する行為の中には、その目的・態様等から見て企

業価値及び株主共同の利益を毀損するもの、大規模買付行為又はこれに類する行為に応じることを対

象会社の株主に強要して不利益を与えるおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主に対して大規

模買付行為又はこれに類する行為の内容や大規模買付者についての十分な情報を提供せず、取締役会

や株主による買付条件等の検討や対象会社の取締役会の代替案の提案に要する十分な時間を提供しな

いもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げ、個々の株主の皆様の判断に委

ねるべき前提を欠くものも少なくありません。

当社は、このように当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げるような大規模買付行

為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており、この

ような大規模買付行為に対しては、株主の皆様の事前の承認や、株主の皆様の意思決定に基づき、当社

取締役会が、法令及び定款によって許容される限度において当社の企業価値及び株主共同の利益の確

保・向上のための相当な措置を講じるべきであると考え、これを、当社の財務及び事業の方針の決定を

支配する者の在り方に関する基本方針といたします。

②　基本方針の実現に資する取組みについて

当社では、以下のように、当社の企業理念及び経営方針の下、中期的な経営基本戦略、CSR活動及び

コーポレート・ガバナンスの強化への取組みから、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に努め

ております。これらの施策は、上記会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えておりま

す。

ａ.当社の中期的な経営基本戦略等

当社は、創業以来、界面化学（気体・液体・固体などの物質と物質の境界面に関する物性現象の研

究）の技術をコアとして「物質表面の機能を創造する」ことを社会的使命とし、その実現に尽力し

てまいりました。具体的には、楽器・家具用液状つや出し剤「ユニコン」の製造・販売から、半導体

外装部品等の表面処理に用いられているめっき液の開発・製造に至るまで業務の領域拡大をはかっ

てまいりました。

　また、近年は特に金属表面処理剤の大型消費主体である電子関連製品ユーザーが海外進出をはかっ

ていることから、ユーザーとの協業を効率化するために、平成17年４月、中国上海に駐在員事務所を

開設するとともに、平成18年７月、電子関連分野の研究開発を拡充するため本社敷地内の研究開発棟

を増設し、研究開発体制を一層強化すると同時に、技術レベルの高い人材の確保と育成に努めており
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ます。

　これらに加えて、当社は経営基本戦略として、次に掲げる４つの基本戦略を柱と位置づけ、経常利益

の確保、ROE（自己資本利益率）・EPS（１株当たりの当期純利益）の向上等を通した、当社の企業価

値及び株主共同の利益の向上に全社をあげて邁進しております。

（ａ）新製品開発、新技術開発のため研究開発を積極的に行う。

（ｂ）基礎となる３つの分野（電子関連分野・自動車用品分野・工業薬品分野）と４つの事業

（電子関連分野における金属表面処理剤及び機器等、電子材料、自動車用化学製品等、工業

薬品）をバランスよく展開し、各々の事業の収益力を高め、その総体として会社の業績の伸

長をはかる。

（ｃ）自社製品比率を高め、売上高総利益の拡大をはかり収益力の高い会社を目指す。

（ｄ）電子材料関連分野を重点開発分野と位置づけ第５の事業を育成する。

　さらに、当社は、当社がその事業により獲得した成果の配分の一環として、継続的な安定配当を行う

ことを基本としつつ、業績に応じた増配を実施するなど、当社株主の皆様への弾力的な還元策をは

かっており、今後もかかる方針を堅持していきたいと考えております。

ｂ.当社のCSR（企業の社会的責任）活動とコーポレート・ガバナンスの強化への取組み

当社は環境にやさしい製品の開発、市場投入をはじめとして、本社、東京支店及び琵琶湖を控えた

滋賀工場において環境保全対策の充実をはかっております。また、当社は、品質マネジメントシステ

ムの国際規格である「ISO 9001」、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO 14001」の認

証を取得し、これらをツールとして品質及び環境に対する万全の維持管理を行うとともに、地域社会

への貢献もはかっております。 

　当社は効率的かつ健全な経営を可能にし、迅速な意思決定を行うことができる経営管理体制の充実

と、経営の透明性の観点から経営のチェック機能の充実を重要な課題と考えており、その観点から、

部長会における事例報告や行動指針としてのコンプライアンス規程の制定等によるコンプライアン

スの強化、迅速かつ適切な情報開示、機関投資家説明会及び決算時の証券アナリスト説明会等の継続

的なIR活動等を通じて、適切なコーポレート・ガバナンスの構築・強化をはかっております。 

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みについて

当社が、上記のような会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び

事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、平成19年５月14日に導入

した対応方針に代えて、平成20年６月27日付で新たに導入した対応方針（以下、「本対応方針」といい

ます。）の概要は以下の通りです。

《本対応方針の概要》

ａ.大規模買付ルールの設定

本対応方針は、大規模買付者に対して大規模買付ルールに従うことを求めるものです。 

　大規模買付ルールとは、大規模買付行為が開始される前に、大規模買付者に対して、当社取締役会に

対する十分な情報提供を要求し、それに基づき当社取締役会がその買付行為の評価・検討や代替案

の提示等を行い、かつ、所定の期間が経過して初めて大規模買付行為を開始することを認める、とい

うものです。 

　具体的には、（ａ）当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的かつ合理的な

判断を客観的に行う諮問機関としての対抗措置を発動することができる状態にあるか否かを検討・

判断する権限を株主総会から授権された独立委員会の設置、（ｂ）大規模買付者への意向表明書の

提出要求、（ｃ）大規模買付者への大規模買付情報(当社株主の皆様の判断及び当社取締役会として

の意見形成のための情報)の提供要求とその公表、（ｄ）大規模買付情報の提供完了後60日間（対価
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を円貨の現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）又は90日間（左記以外の大規

模買付行為の場合）の取締役会検討期間の設定、及び（ｅ）取締役会検討期間の経過前（それまで

に、下記に述べる対抗措置発動の判断を行うための株主総会の開催が決定された場合には当該株主

総会の終了前）の大規模買付行為開始の禁止、等が大規模買付ルールの主な内容です。

ｂ.対抗措置の発動

当社取締役会は、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、当該ルールの違反のみをもっ

て、相当と認められる対抗措置を講じることがあります。

　また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値

及び株主共同の利益の確保・向上に反すると認められる場合には、当社取締役会は、独立委員会の判

断を最大限尊重した上で、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために相当と認められる対抗

措置を講じることがあります。

当社が、株主総会又は取締役会の決議を経て、本対応方針に基づき発動する大規模買付行為に対す

る対抗措置は、新株予約権の無償割当て、新株予約権の第三者割当てによる発行、新株の発行等、会社

法その他の法律及び当社定款が認める措置とし、具体的な対抗措置については、その時点で相当と認

められるものを選択することといたします。

ｃ.有効期間

本対応方針につきましては、平成20年６月27日開催の当社定時株主総会において、株主の皆様から

のご賛同をいただき、同日開催の当社取締役会の終了時点から導入されました。

本対応方針の有効期間は、平成23年６月に開催される当社定時株主総会後、最初に開催される取締

役会の終了時点までとします。但し、かかる有効期間の満了前であっても、（ａ）当社の株主総会に

おいて本対応方針を廃止する旨の議案が承認された場合、又は（ｂ）当社の取締役会において本対

応方針を廃止する旨の決議がなされた場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。

④　上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

当社の中期的な経営基本戦略、CSR活動、コーポレート・ガバナンスの強化への取組みは、中長期的視

点から当社の企業価値及び株主共同の利益の向上を目指すための具体的方策として行われているもの

であり、まさに上記基本方針に沿うものです。

また、本対応方針は、以下のように合理性が担保されており、上記基本方針に沿うとともに当社の企

業価値・株主共同利益に合致するものであり、当社の役員の地位の維持を目的とするものではありま

せん。

ａ. 本対応方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断するために必要な情報や時間を確保すること等を可能にするものであり、当社の企業価

値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されるものです。
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ｂ. 本対応方針は、当社定時株主総会の議案としてお諮りし、株主の皆様のご賛同をいただいておりま

す。また、当社の株主総会において本対応方針を廃止する旨の議案が承認された場合、本対応方針は

その時点で廃止されるものとされております。そのため、本対応方針の消長及び内容は、当社株主の

皆様の合理的意思に依拠したものとなっております。また、当社取締役会が独立委員会への諮問をし

た場合は、対抗措置を発動することができる状態にあるか否かを検討・判断する権限を株主総会か

ら授権された独立委員会が、その判断について当社取締役会に勧告するものであり、対抗措置の発動

は、間接的に株主の皆様の意思に依拠することになりますし、株主意思の確認手続きとして株主総会

が開催される場合には、対抗措置の発動は、当社株主の皆様の直接の意思に依拠することになりま

す。

ｃ. 本対応方針の対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様の

ために実質的かつ合理的な判断を客観的に行う諮問機関として、当社及び当社の経営陣との間に特

別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務又

は当社の業務領域に精通している者、社外の経営者の中から選任される委員により構成される独立

委員会を設置しております。

ｄ. 本対応方針に定める対抗措置は、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されな

ければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止す

るための仕組みを十分に確保しているものといえます。

ｅ. 当社取締役は、大規模買付ルールが遵守された場合の対抗策の発動について対抗措置を発動する

ことができる状態にあるか否かを検討・判断する権限を株主総会から授権された独立委員会の勧告

を最大限尊重し、又は株主総会を開催して株主の皆様の直接の意思を確認するように設定されてお

ります。このように、対抗措置の発動は当社株主の皆様の直接又は間接の意思に基づきなされるもの

であり、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みを確保しているもの

といえます。

ｆ. 本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、対抗

措置の発動を阻止できない買収防衛策）、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を

一度に行うことができないため、対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）のいず

れでもありません。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期会計期間の研究開発費の総額は198百万円であります。

なお、当第３四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備について重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,650,000

計 15,650,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,460,440 7,460,440
大阪証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株
であります。

計 7,460,440 7,460,440― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年12月31日 ― 7,460,440 ― 1,447,280 ― 1,721,281

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式523,900

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

　　　　6,933,100
69,331 ―

単元未満株式
普通株式
　　　　　　3,440

― １単元(100株）未満の株式

発行済株式総数 7,460,440 ― ―

総株主の議決権 ― 69,331 ―

　（注）単元未満株式数には、当社所有の自己株式83株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
石原薬品株式会社

神戸市兵庫区西柳原町
５番26号

523,900 ― 523,900 7.02

計 ― 523,900 ― 523,900 7.02

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　４月

　
５月

　
　６月

　
　７月

　
　８月

　
　９月

　
　10月

　
　11月

　
　12月

最高(円) 950 929 1,0301,2501,2151,2251,2601,2401,270

最低(円) 870 881 920 1,0201,1301,1701,1001,1551,200

(注)　株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期累計期

間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四

半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年４月

１日から平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成20年10月１日

から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）

に係る四半期財務諸表については、監査法人トーマツにより四半期レビューを受け、当第３四半期会計期間

（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成

21年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを

受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21

年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

　

３  四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,679,328 3,042,613

受取手形及び売掛金 ※2
 3,703,296 2,791,111

有価証券 766,148 415,246

商品及び製品 512,999 530,019

仕掛品 49,860 53,601

原材料及び貯蔵品 295,823 364,340

その他 74,946 309,930

貸倒引当金 △370 △279

流動資産合計 9,082,032 7,506,583

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,748,800 1,731,927

その他（純額） 910,580 960,326

有形固定資産合計 ※1
 2,659,381

※1
 2,692,254

無形固定資産 17,782 15,106

投資その他の資産

投資有価証券 3,130,551 3,097,635

その他 1,191,804 1,207,321

貸倒引当金 △2,815 △4,978

投資その他の資産合計 4,319,540 4,299,977

固定資産合計 6,996,704 7,007,338

資産合計 16,078,737 14,513,922

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 2,454,292 1,671,758

短期借入金 300,000 －

1年内返済予定の長期借入金 24,000 30,250

未払法人税等 116,509 －

賞与引当金 70,606 80,966

役員賞与引当金 33,500 －

その他 256,788 215,486

流動負債合計 3,255,697 1,998,461

固定負債

長期借入金 8,000 26,000

退職給付引当金 85,045 90,352

役員退職慰労引当金 203,544 185,954

その他 108,752 66,658

固定負債合計 405,342 368,965

負債合計 3,661,039 2,367,427
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,447,280 1,447,280

資本剰余金 1,721,281 1,721,281

利益剰余金 9,744,845 9,731,697

自己株式 △488,227 △488,048

株主資本合計 12,425,180 12,412,210

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,482 △265,715

評価・換算差額等合計 △7,482 △265,715

純資産合計 12,417,697 12,146,495

負債純資産合計 16,078,737 14,513,922
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 11,229,025 9,632,355

売上原価 8,410,871 7,112,580

売上総利益 2,818,153 2,519,774

販売費及び一般管理費

販売促進費 62,091 43,783

運賃及び荷造費 189,119 169,140

旅費及び交通費 129,528 101,197

報酬給与手当及び賞与 581,577 545,522

賞与引当金繰入額 40,829 38,068

役員賞与引当金繰入額 － 33,500

退職給付引当金繰入額 17,151 14,156

役員退職慰労引当金繰入額 17,129 17,590

福利厚生費 139,563 133,473

研究開発費 570,089 626,508

減価償却費 77,775 68,632

貸倒引当金繰入額 － 90

その他 402,042 330,446

販売費及び一般管理費合計 2,226,898 2,122,111

営業利益 591,255 397,663

営業外収益

受取利息 26,888 3,165

有価証券利息 － 16,417

受取配当金 23,525 21,265

受取賃貸料 － 13,121

その他 25,649 10,370

営業外収益合計 76,064 64,340

営業外費用

支払利息 2,806 1,610

売上割引 1,841 988

為替差損 15,514 10,907

コミットメントフィー 11,005 11,050

その他 2,723 1,600

営業外費用合計 33,892 26,157

経常利益 633,427 435,846

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,505 1,518

特別利益合計 1,505 1,518

特別損失

固定資産売却損 － 10

固定資産除却損 1,454 2,154

減損損失 173 486

投資有価証券売却損 407 －

投資有価証券評価損 241,375 40,312

特別損失合計 243,410 42,964

税引前四半期純利益 391,523 394,400

法人税等 ※
 359,052

※
 152,345

四半期純利益 32,470 242,055
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 3,305,005 3,436,906

売上原価 2,548,856 2,557,394

売上総利益 756,148 879,512

販売費及び一般管理費

販売促進費 14,141 12,214

運賃及び荷造費 57,282 60,270

旅費及び交通費 41,265 35,755

報酬給与手当及び賞与 192,231 156,805

賞与引当金繰入額 40,829 38,068

役員賞与引当金繰入額 － 11,700

退職給付引当金繰入額 6,883 5,607

役員退職慰労引当金繰入額 5,709 6,167

福利厚生費 51,053 44,913

研究開発費 144,844 198,133

減価償却費 27,202 23,355

貸倒引当金繰入額 － 14

その他 120,963 99,850

販売費及び一般管理費合計 702,404 692,856

営業利益 53,743 186,656

営業外収益

受取利息 7,049 310

有価証券利息 － 4,839

受取配当金 10,409 9,317

為替差益 － 5,827

その他 5,905 6,088

営業外収益合計 23,364 26,384

営業外費用

支払利息 242 85

為替差損 29,221 －

コミットメントフィー － 1,890

その他 3,763 873

営業外費用合計 33,227 2,848

経常利益 43,881 210,191

特別利益

貸倒引当金戻入額 382 668

役員賞与引当金戻入額 5,450 －

特別利益合計 5,832 668

特別損失

固定資産売却損 － 10

固定資産除却損 1,313 786

投資有価証券売却損 407 －

投資有価証券評価損 81,591 40,301

特別損失合計 83,312 41,099

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △33,598 169,760

法人税等 ※
 204,262

※
 72,655

四半期純利益又は四半期純損失（△） △237,860 97,105
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 391,523 394,400

減価償却費 197,580 188,197

減損損失 173 486

貸倒引当金の増減額（△は減少） △665 △2,072

賞与引当金の増減額（△は減少） △67,680 △10,359

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,800 33,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,630 △5,307

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,129 17,590

受取利息及び受取配当金 △50,697 △40,995

支払利息 2,806 1,610

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △4,392 －

為替差損益（△は益） 7,394 4,535

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 241,375 40,312

固定資産売却損益（△は益） － 10

有形固定資産除却損 1,440 427

売上債権の増減額（△は増加） 374,849 △912,184

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,870 89,278

仕入債務の増減額（△は減少） △690,957 782,534

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,506 21,082

その他の流動負債の増減額（△は減少） 16,464 50,076

その他の固定資産の増減額（△は増加） △7,868 △86,417

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,583 2,000

小計 393,095 568,704

利息及び配当金の受取額 53,015 43,613

利息の支払額 △2,806 △1,610

法人税等の支払額 △517,534 △42,865

法人税等の還付額 － 210,649

営業活動によるキャッシュ・フロー △74,229 778,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △9,000 △209,000

定期預金の払戻による収入 12,000 212,000

有価証券の取得による支出 △344,011 △289,540

有価証券の売却及び償還による収入 999,483 225,300

有形固定資産の取得による支出 △87,149 △97,454

無形固定資産の取得による支出 △6,529 △8,565

無形固定資産の売却による収入 － 9

投資活動によるキャッシュ・フロー 564,793 △167,250
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 960,000 650,000

短期借入金の返済による支出 △510,000 △350,000

長期借入金の返済による支出 △43,000 △24,250

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,347 △10,436

自己株式の取得による支出 △136 △178

配当金の支払額 △257,373 △228,437

財務活動によるキャッシュ・フロー 147,142 36,697

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,394 △4,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 630,311 643,401

現金及び現金同等物の期首残高 2,628,353 3,033,613

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,258,664

※
 3,677,015

EDINET提出書類

石原薬品株式会社(E00804)

四半期報告書

22/32



【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

該当事項はありません。

　

　

【表示方法の変更】

　
当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

（四半期損益計算書関係）

１.前第３四半期累計期間において、営業外収益の「受

取利息」に含めて表示しておりました「有価証券利

息」は、明瞭に表示するため、当第３四半期累計期間

では区分掲記することとしました。なお、前第３四半

期累計期間の営業外収益の「受取利息」に含まれる

「有価証券利息」は22,573千円であります。

２.前第３四半期累計期間において、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３

四半期累計期間では区分掲記することとしました。な

お、前第３四半期累計期間の営業外収益の「その他」

に含まれる「受取賃貸料」は13,121千円であります。

 

　

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

（四半期損益計算書関係）

１.前第３四半期会計期間において、営業外収益の「受

取利息」に含めて表示しておりました「有価証券利

息」は、明瞭に表示するため、当第３四半期会計期間

では区分掲記することとしました。なお、前第３四半

期会計期間の営業外収益の「受取利息」に含まれる

「有価証券利息」は6,241千円であります。

２.前第３四半期会計期間において、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しておりました「コミットメン

トフィー」は、営業外費用総額の100分の20を超えた

ため、当第３四半期会計期間では区分掲記することと

しました。なお、前第３四半期会計期間の営業外費用

の「その他」に含まれる「コミットメントフィー」

は1,890千円であります。
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【簡便な会計処理】

　当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

該当事項はありません。

　

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

 当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

　　税金費用の計算

　当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法

を採用しております。

　
　
　

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

 
※１　有形固定資産の減価償却累計額　 3,311,604千円

 

 
※１　有形固定資産の減価償却累計額　 3,136,538千円

　
当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

 
※２　　四半期会計期間末日満期手形の会計処理について

は、満期日に決済が行われたものとして処理してお

ります。

　なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形

が、当第３四半期会計期間末残高から除かれており

ます。

受取手形　　　　127,024千円

支払手形　　　　276,168千円

 
　　　　　　　　　　　―
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(四半期損益計算書関係)

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

 当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

※　法人税等の表示方法　

　　  当第３四半期累計期間における税金費用について

は、簡便法により計算しているため、法人税等調整額

は「法人税等」に含めて表示しております。

 

同左

　

　

前第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

 当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

※　法人税等の表示方法　

　　  当第３四半期会計期間における税金費用について

は、簡便法により計算しているため、法人税等調整額

は「法人税等」に含めて表示しております。

 

同左

　
　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

 当第３四半期累計期間 
(自　平成21年４月１日 
　至　平成21年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,264,664千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△6,000千円

現金及び現金同等物 3,258,664千円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借　　

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,679,328千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△6,000千円

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券）
3,686千円

現金及び現金同等物 3,677,015千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自  平成21年４月１日  至  平

成21年12月31日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 7,460,440

　

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 523,983

　

　

３  新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 124,859 18.00平成21年３月31日 平成21年６月29日 利益剰余金

平成21年10月29日
取締役会

普通株式 104,046 15.00平成21年９月30日 平成21年12月４日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(有価証券関係)

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）

　

　　　時価のあるその他有価証券が、当社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

　　　当該有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比べて著しい変

　　　動が見られます。

　

その他有価証券で時価のあるもの

　
取得原価
(千円)

四半期貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

(1) 株式 1,121,525 1,404,810 283,284

(2) 債券 　 　 　

①　国債・地方債 850,961 854,747 3,785

②　社債 248,500 251,912 3,412

③　その他 1,833,955 1,376,442 △457,513

(3) その他 5,691 5,370 △321

合計 4,060,633 3,893,281 △167,351

（注）１　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

　　  ２　減損処理の基準……四半期末における時価が取得原価に比べ50％超下落しているその他

　　　　　　有価証券のすべて、及び四半期末における時価が30～50％下落しているその他有価証券

　　　　　　については金額の重要性、個々の銘柄の回復可能性を判定して減損処理を行っておりま

　　　　　　す。

　

　

(デリバティブ取引関係)

　　　当社はデリバティブ取引を行なっていないため、該当事項はありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

　　　該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

　　　該当事項はありません。

　

　

(持分法損益等)

　　　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 1,790円21銭
　

　 　

　 1,751円06銭
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 12,417,697千円 12,146,495千円

普通株式に係る純資産額 12,417,697千円 12,146,495千円

普通株式の発行済株式数 7,460千株 7,460千株

普通株式の自己株式数 523千株 523千株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数 6,936千株 6,936千株

　

２  １株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

前第３四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益 4円38銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

１株当たり四半期純利益 34円90銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期純利益 32,470千円 242,055千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円

普通株式に係る四半期純利益 32,470千円 242,055千円

普通株式の期中平均株式数 7,419千株 6,936千株

　

前第３四半期会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失 32円05銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

１株当たり四半期純利益 14円00銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前第３四半期会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △237,860千円 97,105千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）

△237,860千円 97,105千円

普通株式の期中平均株式数 7,419千株 6,936千株
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(重要な後発事象)

　　　該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

平成21年10月29日開催の取締役会において、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、

次のとおり第72期の中間配当を行うことを決議いたしました。

　（１）中間配当金総額　104,046千円

　（２）１株当たりの額　15円00銭

　（３）支払請求の効力発生日及び支払開始日　平成21年12月４日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月４日

石原薬品株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　川　﨑　洋　文　　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　南　方　得　男　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている石原

薬品株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第71期事業年度の第３四半期会計期間(平成

20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、石原薬品株式会社の平成20年12月31日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月１日

石原薬品株式会社

取締役会  御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   木　村　文　彦     印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   南　方　得　男 　  印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている石原

薬品株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第72期事業年度の第３四半期会計期間(平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成21年４月1日から平成21年12月31日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、石原薬品株式会社の平成21年12月31日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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